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被
災
自
治
体
に
対
す
る
自
治
体
間
や
国

に
よ
る
支
援
体
制
が
整
う
な
か
、
支
援
を

適
切
に
受
け
入
れ
生
か
す「
受
援
力
」の
重

要
性
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。

受
援
力
を
高
め
て
お
く
こ
と
は
、
迅
速
・

的
確
な
被
災
者
支
援
に
つ
な
が
る
の
は
も

と
よ
り
、
発
災
直
後
の
混
乱
を
最
小
限
に

抑
え
、
職
員
の
疲
弊
も
防
ぐ
こ
と
に
も
な

る
か
ら
だ
。

　
災
害
受
援
計
画
を
全
国
の
自
治
体
で
初

め
て
策
定
し
た
兵
庫
県
神
戸
市
の
取
り
組

み
を
通
し
て
、
受
援
力
を
高
め
る
重
要
性

や
具
体
的
内
容
を
探
る
。

支
援
と
受
援
は 

表
裏
一
体
で
あ
る

　
神
戸
市
が
災
害
受
援
計
画
を
発
表
し
た

の
は
、
平
成
25
年
3
月
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で

受
援
計
画
は
、
消
防
や
水
道
な
ど
専
門
性

の
高
い
分
野
で
策
定
さ
れ
た
例
は
あ
る
が
、

自
治
体
業
務
全
般
を
網
羅
し
た
受
援
計
画

は
全
国
で
初
め
て
だ
っ
た
。

策
定
、
宿
舎
の
確
保
、
食
糧
の
供
給
、さ
ら

に
は
道
案
内
な
ど
不
慣
れ
な
業
務
に
職
員

た
ち
は
忙
殺
さ
れ
た
。
当
時
、
地
域
防
災

計
画
に
明
確
な
定
め
が
な
か
っ
た
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
受
け
入
れ
も
困
難
を
極
め
た
。

　
こ
う
し
た
受
援
の
経
験
か
ら
神
戸
市
は
、

「
迅
速
な
支
援
体
制
の
構
築
」と「
被
災
地

に
負
担
を
か
け
な
い
自
己
完
結
の
支
援
」の

必
要
性
を
認
識
、
地
域
防
災
計
画
に「
広

域
連
携
・
応
援
体
制
計
画
」を
新
た
に
設
け

た
。
受
援
の
立
場
か
ら
、支
援
の
あ
り
方
に

つ
い
て
教
訓
を
得
た
と
い
え
る
。

　
一
方
、東
日
本
大
震
災
で
は
、支
援
す
る

立
場
か
ら
、受
援
の
あ
り
方
を
見
直
す
こ
と

に
な
っ
た
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
よ
り
も

多
彩
な
枠
組
み
で
広
域
応
援
が
実
施
さ
れ
、

神
戸
市
も
多
数
の
職
員
を
被
災
地
に
派
遣

し
た
が
、そ
こ
で
受
援
側
の
課
題
が
見
え
て

　
計
画
は
、
阪
神・淡
路
大
震
災
と
東
日
本

大
震
災
と
い
う
、２
つ
の
大
規
模
災
害
の
教

訓
を
基
に
策
定
さ
れ
た（
資
料
1
）。

　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
発
災
直
後
、

市
役
所
庁
舎
の
機
能
障
害
、
職
員
自
身
の

被
災
や
交
通
途
絶
に
よ
る
登
庁
の
遅
れ
、状

況
把
握
の
遅
れ
等
に
よ
り
、初
動
体
制
の
構

築
、
他
自
治
体
や
国
に
対
す
る
応
援
要
請

に
支
障
を
来
し
た
。
応
援
職
員
の
受
け
入

れ
に
際
し
て
も
、そ
の
配
備
・
活
動
計
画
の

き
た
の
で
あ
る
。

　
派
遣
職
員
１
、８
０
０
人
余
を
対
象
と
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
と
、
派
遣

先
自
治
体
職
員
を
対
象
と
し
た
ヒ
ア
リ
ン

グ
結
果
を
ま
と
め
た「
東
日
本
大
震
災
の

神
戸
市
職
員
派
遣
の
記
録
と
検
証 

¦
調

査
研
究
会
の
報
告
¦
」（
24
年
３
月
）で
は
、

過
去
に
例
を
見
な
い
広
範
か
つ
甚
大
な
被

害
に
よ
り
、
被
災
自
治
体
の
行
政
機
能
が

喪
失
、
支
援
の
受
け
入
れ
に
ま
で
手
が
回
ら

ず
、
応
援
職
員
に
対
し
明
確
な
指
示
や
調

整
が
で
き
な
か
っ
た
状
況
が
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
。

　

迅
速
か
つ
自
己
完
結
型
の
支
援
も
重
要

だ
が
、
同
時
に
、
支
援
を
受
け
入
れ
る
側
の

体
制
も
整
え
な
け
れ
ば
、
応
援
職
員
は
効

率
的
、
効
果
的
に
活
動
で
き
な
い
。
支
援

と
受
援
は
表
裏
一
体
で
あ
る
︱
。
報
告

被
災
者
の
迅
速
な
救
援
だ
け
で
な
く

職
員
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
受
援
計
画

ル
ポ
・
神
戸
市
の
取
り
組
み
（
編
集
部
）

ポ
イ
ン
ト

〝
受
援
力
〟を
高
め
る

3

資料1　2つの大規模災害

阪神・淡路大震災発災直後の市庁舎 2 号館。6 階全体
が崩壊、7 階以上が 1.5m 北側にずれた。大規模改修
のうえ、現在も使用されている

東日本大震災の被災自治体に置かれた神戸市災害派遣
隊本部。行政機能が喪失した被災自治体では、応援職
員への明確な指示ができなかった

資料2　受援計画の方向性
①情報処理 ◦被災状況、支援ニーズ、受入れ

体制など支援側への的確・迅速
な情報発信

◦実際の災害業務での状況・課題
認識の統一　など

②指揮命令 ◦受入れ窓口の専任化、権限等の
明確化

◦受入れや実際の災害業務にお
ける指揮命令系統の明確化

③現場環境 ◦実際の災害業務で必要な拠点
場所・資機材・携行品の整備

◦業務マニュアル、地図等の必要
資料の整備

④民間活用 ◦民間企業のマンパワー、ノウハ
ウ、資機材の支援を極力得る

◦NPOやボランティアの自主性を
損なうことなく支援を得る
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は
こ
う
提
言
し
、こ
れ
を
基
に
受
援
計
画
の

策
定
が
始
ま
っ
た
。

視
点
は
情
報
処
理
、指
揮
命
令
、 

現
場
環
境
、民
間
活
用
の
4
つ

　
受
援
計
画
の
方
向
性
は
、①
情
報
処
理
、

②
指
揮
命
令
、③
現
場
環
境
の
３
点
に
、④

民
間
活
用
を
加
え
た
４
つ
の
視
点
に
整
理

さ
れ
た（
資
料
２
参
照
）。

　

①
〜
③
は
報
告
書
の
提
言
を
受
け
た
も

の
。
④
の
民
間
活
用
は
、
大
規
模
災
害
時
、

行
政
の
力
だ
け
で
す
べ
て
に
対
応
す
る
の
は

不
可
能
で
あ
り
、行
政
と
民
間
が
お
互
い
の

得
意
分
野
を
生
か
し
役
割
分
担
す
る
ほ
う

資料3　BCPと受援計画の関係

が
効
率
的
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
追
加
さ

れ
た
も
の
だ
。
計
画
は
そ
の
ほ
か
、カ
ウ
ン

タ
ー
パ
ー
ト
や
ブ
ロ
ッ
ク
支
援
な
ど
、
広
域

支
援
の
加
速
へ
の
対
応
も
考
慮
し
策
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
危
機
管
理
室
が
事
務
局
と
な

り
、
有
識
者
を
交
え
た
各
種
委
員
会
の
開

催
や
各
部
署
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
の
作
業

を
進
め
、
1
年
半
と
い
う
、き
わ
め
て
短
期

間
で
受
援
計
画
が
ま
と
ま
っ
た
。

Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
業
務
か
ら 

支
援
を
要
す
る
業
務
を
抜
粋

　

受
援
計
画
は
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
の
中
で

も
地
震
を
想
定
、
市
内
で
震
度
６
弱
以
上

の
地
震
発
生
で
自
動
的
に
発
動
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
対
象
と
な
る
期
間
は
、大
き
な

混
乱
が
予
想
さ
れ
る
発
災
後
１
カ
月
間
と

し
て
い
る
。

　

応
援
職
員
に
任
せ
る
業
務
は
、
業
務
継

続
計
画（
以
下
、Ｂ
Ｃ
Ｐ
）と
連
動
す
る
形

で
選
定
さ
れ
た（
資
料
３
）。
職
員
の
出
勤

率
は
、発
災
当
日
が
約
4
割
、発
災
9
日
後

で
約
９
割
と
い
う
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

デ
ー
タ
を
基
に
し
た
。

　

災
害
時
特
有
の
業
務
は
、
地
域
防
災
計

画
に「
緊
急
業
務
」と
し
て
業
務
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
一方
、
経
常
業
務
は
、ま
ず「
発

災
後
に
中
止
す
る
経
常
業
務
」と「
継
続
す

べ
き
経
常
業
務
」と
に
分
け
た
。

　
そ
の
う
え
で「
緊
急
業
務
」と「
継
続
す

べ
き
経
常
業
務
」を
、「
支
援
を
要
す
る
か
、

各
所
属
で
対
応
可
能
か
否
か
」
と
い
う
視

点
で
振
り
分
け
た
。

　
こ
の
時
点
で
、
災
害
時
に
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
業
務
は
４
つ
に
整
理
さ
れ
た
。
こ

の
４
つ
の
業
務
を
神
戸
市
で
は
、Ｂ
Ｃ
Ｐ
に

お
け
る「
非
常
時
優
先
業
務
」に
位
置
づ
け

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
中
で
、「
支
援
を
要

す
る
緊
急
業
務
」１
１
８
業
務
と「
支
援
を

要
す
る
経
常
業
務
」12
業
務
の
、
計
１
３
０

業
務
を
受
援
計
画
の
対
象
と
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
、
非
常
に
シ
ン

プ
ル
だ
が
、「
当
時
、
各
局
室
で
支
援
の
必

要
性
に
つ
い
て
、
考
え
方
や
と
ら
え
方
に
温

度
差
が
あ
り
、そ
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
の

に
、ヒ
ア
リ
ン
グ
を
繰
り
返
す
な
ど
、
大
変

だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」と
、
危
機
管
理

室
防
災
体
制
推
進
担
当
係
長
の
橋
本
寛
記

さ
ん
は
語
る
。

これらのうち
1カ月以内に
実施する
必要のあるもの

地域防災計画

平常時

中止する
経常業務

BCP
（業務継続計画)

経常業務
継続すべき
経常業務

（418業務）
各担当課で対応可能な

経常業務

非常時
優先業務

受援計画
（130 業務）

支援を要する
緊急業務（118業務）

支援を要する
経常業務（12業務）

緊急業務（410業務）
◦応急対応業務
◦災害復旧業務

各部で対応可能な
緊急業務

危機管理室防災体制推進担当
係長の橋本寛記さん。受援計
画の根底には、支援に対する

「感謝の気持ち」があると語る
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実
用
的
な
マ
ニュ
ア
ル
と
し
て 

支
援・受
援
側
双
方
が 

使
用
可
能

　
こ
う
し
て
選
定
さ
れ
た
１
３
０
業
務
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
各
所
属
で
は
、
受
援
シ
ー

ト
と
業
務
フ
ロ
ー
を
作
成
し
た
。
例
と
し

て
、
り
災
証
明
書
の
発
行
業
務
に
関
す
る

業
務
フ
ロ
ー
と
受
援
シ
ー
ト
を
示
す（
資
料

４
参
照
）。

　
受
援
シ
ー
ト
は
、
応
援
者
が
行
う
具
体

的
な
業
務
だ
け
で
な
く
、
応
援
者
に
求
め

る
職
種
・
必
要
資
格
、
情
報
収
集
・
共
有

体
制
、
指
揮
命
令
体
系
な
ど
の
記
入
欄
が

あ
り
、
応
援
職
員
の
執
務
ス
ペ
ー
ス
や
地

図
、
資
料
の
準
備
状
況
な
ど
、
か
な
り
詳

細
な
項
目
も
網
羅
し
て
い
る
。

　
業
務
フ
ロ
ー
は
、
応
援
要
請
か
ら
応
援

終
了
後
の
業
務
ま
で
、
各
段
階
で
確
認
す

べ
き
事
項
が
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
形
式
で
、

わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

シ
ー
ト
自
体
が
、
実
用
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル

と
し
て
支
援
側
、
受
援
側
の
双
方
が
使
用

で
き
、
ま
た
普
段
使
い
で
き
る
も
の
を
目

指
し
た
と
い
う
。

　
受
援
シ
ー
ト
と
業
務
フ
ロ
ー
は
、
毎
年

異
動
や
体
制
変
更
が
行
わ
れ
る
４
月
に
見

直
さ
れ
る
。
ま
た
災
害
受
援
計
画
の
周

知
、
再
点
検
の
た
め
、
課
長
昇
任
２
年
次

研
修
、
係
長
昇
任
５
年
次
研
修
、
各
局
室

取
り
次
ぎ

③
応
援
自
治
体・機
関
か
ら
の「
現
地
支
援

本
部
」と
の
連
絡
調
整

　

災
害
時
、
自
治
体
の
災
害
対
策
本
部
に

は
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
集
ま
る
。
そ
の
中
で

他
自
治
体
か
ら
の
応
援
の
申
し
出
や
先
遣

隊
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
を
一
括
し
て
受
け

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、災
害
対
策
本
部
内

の
混
乱
を
避
け
る
だ
け
で
な
く
、応
援
も
効

率
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
応
援
受
入
本
部
は
、課
長
級
１
人
、係
長

級
２
人
、担
当
４
人
の
計
７
人
で
構
成
さ

れ
、ト
ッ
プ
の
課
長
級
は
人
事
部
の
課
長
級

が
就
く
こ
と
に
な
って
い
る
。応
援
の
申
し
出

と
業
務
の
マッ
チ
ン
グ
を
行
う
に
は
、人
事
部

の
防
災
担
当
者
研
修
も
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
受
援
計
画
に
基
づ
い
た
訓
練

も
、
こ
れ
ま
で
25
年
、
30
年
の
二
度
、
実

施
し
た
。

「
受
入
本
部
」を
設
置 

応
援
の
受
け
入
れ
を
一
元
化

　

神
戸
市
の
受
援
計
画
の
ポ
イ
ン
ト
と
し

て
、「
応
援
受
入
本
部
」の
設
置
も
挙
げ
ら

れ
る
。
災
害
対
策
本
部
内
に
置
か
れ
る
同

本
部（
資
料
５
）の
役
割
は
、以
下
の
３
点
と

な
る
。

①
応
援
自
治
体
、
民
間
等
か
ら
の
連
絡
を

最
初
に
受
け
入
れ
る
総
合
窓
口

②
担
当
部
が
不
明
確
な
業
務
に
つ
い
て
の

の
管
理
職
が
適
任
と
い
う
理
由
か
ら
だ
。

　

各
部
局
が
独
自
の
協
定
で
、
他
自
治
体

か
ら
応
援
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
場
合
も
必
ず
、
応
援
受
入
本
部
に
報

告
を
入
れ
る
こ
と
に
な
って
い
る
。

職
員
の
疲
弊
と 

思
考
停
止
を
防
ぐ

　

災
害
受
援
計
画
の
策
定
は
、
東
日
本
大

震
災
の
翌
年
、
政
府
の
防
災
基
本
計
画
で

自
治
体
の
努
力
規
定
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
内
閣
府
で
は
、
神
戸
市
の
計

画
な
ど
を
参
考
に
、「
地
方
公
共
団
体
の

た
め
の
、災
害
時
受
援
体
制
に
関
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」を
策
定
、
29
年
３
月
に
公
表
し

資料 4　受援シートと業務フロー

応援職員が行う具体的業務や応援職員に求める職種、必要資格、指揮命
令者などを記入する「受援シート」と、応援要請から応援終了に至るまで
をまとめた「業務フロー」。チェックリスト方式で実用的なマニュアルと
して、支援側・受援側双方が使える
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て
い
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
区
町
村
レ
ベ
ル

で
は
策
定
済
み
が
１
割
強
と
、
遅
々
と
し

て
進
ん
で
い
な
い
。「
事
前
に
策
定
す
る

必
要
性
が
な
い
た
め
」「
事
前
に
策
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
」「
知
識
・
ノ
ウ

ハ
ウ
が
不
足
し
て
い
る
た
め
」と
い
う
の

が
、
そ
の
理
由
だ（
震
災
対
策
の
推
進
に

関
す
る
行
政
評
価
・
監
視
¦
災
害
応
急
対

策
を
中
心
と
し
て
¦
結
果
報
告
書
／
総
務

省
・
26
年
６
月
）。

　
も
っ
と
も
近
年
は
、
災
害
が
発
生
す
る

た
び
に
災
害
受
援
計
画
の
重
要
性
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
た
と
え
ば
平
成
30
年
7
月
豪
雨
の
際

は
、「
応
援
職
員
を
受
け
入
れ
て
か
ら
配

置
を
決
め
る
作
業
に
追
わ
れ
た
」「
事
前
に

計
画
が
あ
れ
ば
混
乱
は
避
け
ら
れ
た
か
も

し
れ
な
い
」と
い
っ
た
声
が
、
被
災
自
治

体
か
ら
上
が
っ
て
い
る（
産
経
ニ
ュ
ー
ス

30
年
10
月
５
日
）。

　
橋
本
さ
ん
は
災
害
受
援
計
画
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
こ
う
語
る
。「
災
害
対
応
は
、

効
率
的
・
効
果
的
な
初
動
が
大
切
で
す
。

し
か
し
混
乱
の
中
、
支
援
を
受
け
る
業
務

の
選
択
と
そ
の
優
先
順
位
、
受
け
入
れ
体

制
の
あ
り
方
な
ど
を
一
か
ら
考
え
る
こ
と

資料 5　
応援受入本部について

は
職
員
を
疲
弊
さ
せ
、
思
考
停
止
を
招
き

ま
す
。
受
援
計
画
が
あ
れ
ば
、職
員
は『
走

り
な
が
ら
考
え
る
』こ
と
が
で
き
、
疲
弊

も
最
小
限
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
そ
れ
が
速

や
か
な
被
災
者
救
援
に
つ
な
が
る
の
で

す
」。

 「
職
員
を
守
る
」と
い
う
観
点
も
踏
ま
え
、

災
害
受
援
計
画
の
策
定
が
広
ま
っ
て
ほ
し

い
と
こ
ろ
だ
。

　受援計画が発動すると、応援受
入本部は、災害対策本部内に置か
れる（上図）。災害対策本部は、市庁
舎4号館2階に設置される。
　4号館は、「神戸市危機管理セン
ター」とも呼ばれ、危機管理室と消
防局、ライフラインを担う水道局が
置かれている。免震構造で、非常用
電源、飲用受水槽、消防水利なども
備える。平成24年1月竣工

危機管理センター（左）と、平成30年の訓練時に設置された応援受入本部の様子

災害発生
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報告

参考URL ●神戸市災害受援計画　
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/relief/index.html
●東日本大震災の神戸市職員派遣の記録と検証
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/emergency/higashinihon/index.html
●内閣府・地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン
http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/index.html


